
 

                                                      平成２９年１２月８日 

                                                        法    務    省 

 

 

 

旧奈良監獄保存活用事業に係る公共施設等運営権実施契約の締結について 
 

 

 法務省は，民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成

１１年法律第１１７号）第１９条第１項及び第２２条第１項の規定に基づき，旧奈良

監獄保存活用株式会社に対して公共施設等運営権を設定し，公共施設等運営権実施契

約を締結しました。 

 

１ 契約の相手方 

旧奈良監獄保存活用株式会社（ソラーレグループが設立する特別目的会社） 

※ ソラーレグループ 

代表企業：ソラーレホテルズアンドリゾーツ株式会社 

コンソーシアム構成員：清水建設株式会社 

日本診断設計株式会社 

株式会社東急コミュニティー 

株式会社小学館集英社プロダクション 

近畿日本ツーリスト株式会社 

株式会社セイタロウデザイン 

ＪＡＧ国際エナジー株式会社 

 

 ２ 契約締結日 

平成２９年１２月８日 

 

 ３ 契約期間 

   平成２９年１２月８日から平成６２年３月３１日まで 

   延長オプション３０年以内（契約の相手方の希望により延長が可能） 

   不可抗力等による延長を含めて最長平成９７年３月３１日まで 

 

４ 事業開始予定日 

   史料館開館   平成３１年１０月３１日 

 

 ５ 運営権対価  

   ６，０００万円 

 

添付資料 

資料 旧奈良監獄の保存及び活用に係る公共施設等運営権 実施契約書 

 

（問い合わせ先） 

  矯正局総務課 山下，藤澤，早川 

  電話 ０３－３５８０－４１１１（内線２５８３） 

        ０３－３５９２－７５９１（直通） 


